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医療DXの現在地と次のステージ
─“データ連携” から “価値創出” へ
京都大学 医学研究科附属医療DX教育研究センター長　黒田 知宏
黒田知宏（くろだ ともひろ）●1998年 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科修了、博士(工学)取得。奈良先端大情
報助手、オウル大情報客員教授、京大病院講師、阪大基礎工准教授等を経て2013年8月より京大病院教授・医療情報企画部長、
2022年4月より医療DXセンター長兼任。病院情報システム運営の現場を担いつつ、医療DXを導く人材の育成に従事。

■

　我が国におけるデータ連携基盤、地域医療情報連携
ネットワーク（地連NW）構築の試みは1990年代から
行われ、2000年の経済産業省「先進的情報技術活用型
医療機関等ネットワーク化推進事業」を契機に全国に
広がっていくことになる。現在日本には200以上の地連
NWが存在するとされている１ が、筆者らの調査２ では
実際に診療情報閲覧を行っている利用者は非常に限られ
ることが明らかになっている。一方、国のレベルでは、
2021年6月に策定された「データヘルス改革に関する工
程表」3 に基づき、全国の医療機関を結ぶ「全国医療情報
プラットフォーム」の整備が進められている。同システ
ムでは、当面「3文書6情報」、特に診療情報提供書とそ
れに添付される退院時サマリの共有が計画されている
が、当初運用開始予定であった本稿執筆現在、先行して
行われている「モデル事業」において幾つかの不具合が
指摘されており、更に開始が遅れることが想定されてい
る。
　全体的に「なんとなく上手く行っていない」感が漂う、
今日この頃である。

■ DXはUXの追求の先に

　データ連携に限らず、日本の医療DXは上手く行って
いないというのが、大方の見方であろう。事実、筆者の
所属する京都大学医学部附属病院（京大病院）では、「医
療DXの一丁目一番地」たる電子処方箋を導入してこの
方、発行された電子処方箋はテストを兼ねて発行した筆
者の処方箋2枚のみである。なぜこんなに「上手く行っ
ていない」のであろうか?
　一部には「高齢の医療者や患者さんにはITは優しくな
いから、超高齢社会の我が国にはDXは向かない」とい
う意見もある。しかし、京大病院に導入した患者案内ア
プリ「Medical Avenue（メディカルアベニュー）」4 の
中心ユーザ層は80代。年齢は決してDX利用の妨げには

地連の黄昏と全国医療情報プラットフォーム
のつまずき

ならない。とはいえ、「患者さん、困らないのかな？」
と思っていたら、家の近くの「バー」のお母さんが、「これ、
本当に待たなくていいから便利なんよ。行く前に息子が
全部やってくれて、“お母さん、音が鳴ったらここ押し
や” って言うてくれるから、そのとおりにしたらええん
よ。帰ってから息子に渡したら、残りの支払いも全部やっ
てくれるんよ。」と教えてくれて、そうか、その手があっ
たかと思ったものである。便利は正義。明確な便益があ
れば、利用者はいかようにでも工夫して使ってみせるの
だ。
　翻って、明確な便益が見えない電子処方箋が、なぜ北
欧では「医療DXの一丁目一番地」たりえたのであろうか。
北欧では「リフィル処方」制度が電子化以前からあった。
しかし、人が密集していない社会環境で処方箋が紙で発
行されていたのでは、医師⇒患者⇒薬剤師への処方箋伝
達に時間がかかりすぎ、現実的には機能しない。電子処
方箋は「距離と時間との関係を断つ」情報通信技術を用
いてこの課題を解決する処方箋だったわけである。
　加えて、北欧では情報通信技術の利便性を最大化する
ことを主眼に仕組みが設計された。まず患者の手元で「間
もなくお薬が切れます、リフィルしますか?」とポップ
アップ、患者はこれをクリックして中身を確認して「申
込」をクリック、すると医師の手元に「リフィル依頼が
あります」とポップアップ、医師はこれをクリックして
中身を確認して「処方」をクリック、患者2回と医師2
回の都合「4クリックでリフィル処方」を完了させよう
としたのである。クリックで処方をと議論しているのに、
処方箋にサインなどしている場合ではない。斯くして制
度設計の最初に処方箋サインは法的に廃止され、代わり
にアクセス権管理をしている医療機関の電子公印が打た
れることになった。適用される保険が違ったなどの本質
的でない処方箋の修正のたび、電子署名をしてもらうた
めにICカードを持つ医師を追いかけ回さなければなら
ない本邦のシステムとは雲泥の差である。
　DXはユーザ体験（UX：User Experience）を追求し
た先にのみ存在する。UXの最大化のために制度を軽や
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かに変えた国はDXの扉を開き、現行制度を忠実にデジ
タル技術で再現しようとした国は一歩も進めなくなる。
我々が今目にしているのはそんな姿ではあるまいか。

■ 電子カルテは「ビッグデータを作る」装置

　データ連携が活発化し、医療データが電子的に流通す
るようになれば、流れたデータを貯めておくことで「医
療ビッグデータ」ができる。北欧では電子処方箋やカル
テ共有の結果として流れたデータを国家レベルで蓄積し
たデータベース（DB）を中核に様々なDBが集積され、
多くのDB研究が行われている。2025年にはEuropean 
Health Data Space (EHDS) ５ 法が整備され、欧州全
体が一つの医療DBであるかのように、自国におかれた
Health Data Access Bodies一箇所に依頼するだけで、
全てのデータにアクセスして研究できる基盤が出来上が
りつつある。
　我が国でもこの状況を見て、デジタル行財政改革会議６

が2025年6月に纏めた「基本方針」の中で「EHDSを参
考にした創薬、医学研究などの二次利用を進めるための
包括的・体系的な法制度、情報システムの整備」を謳い、
内閣府の下で制度設計に向けた議論が行われている７。
その本文を見ると「…様々な主体が保有する医療データ
について、一定の強制力や強いインセンティブを持って
収集し、利活用できる仕組みの在り方…を検討する」と
書かれており、「流れているデータを蓄える」のではな
く「データを取りに行く」意識がはっきりと見える。レ
セプトを除いて医療データが流れていない本邦の現状と
ともに、「レジストリ研究」を軸足に進められてきた本
邦医療データ研究の歴史がそうさせているように筆者に

は感じられる。多くの医療データ研究者にとって、未だ
「データは作るもの」なのだ。
　レジストリ研究では、研究者が相談してデータ収集項
目を決め、EDC（Electronic Data Capture）等の「入力票」
にみんなでデータを入力して、ビッグデータを創り出す。
自ら汗をかいて集めたデータを「強制力を持って」取り
上げられたのではたまらない。結果、現在の医療データ
利活用基盤構築の動きに最も反対しているのは、医療
データ研究者であるという皮肉な状況になっている。
　大学病院等の電子カルテも、レジストリ研究を支える
仕組みとして発達した。現在市場にある殆どの電子カル
テソフトウェアは、テンプレートと呼ばれる「入力票」
を使ってデータを入力する仕組みと、入力されたデータ
をDBとして蓄える仕組みを備えている。近年では、こ
のテンプレートを厚生労働省が標準規格として導入を推
進しているFHIR ８ の一規格であるFHIR Questionnaire
を用いて標準的に収集する仕組みの開発等９も進められ
ている。日本の電子カルテは「ビッグデータを創り出す」
装置なのだ。結果、臨床現場で働く医療者は、様々な研
究班や省庁や法令で求められたデータ入力に借り出され
ている。同様の性質を持つ電子カルテが広く使われてい
る米国では、電子カルテが医師や看護師のBurn outの
主たる原因になっているという論文が多数投稿、掲載さ
れるに至っている10 。電子カルテの普及率を高めて一所
懸命「ビッグデータを作る」活動の先に、臨床現場の
UXが改善される未来は全く見えない。



2026年新春号 No.5944

■ DXは「諦め」の先に

　臨床現場のUXを高めるためには、「データを作る」こ
とを諦めるほかない。今や多くの医療機器が計測データ
を直接コンピュータに送れ11 、生成AIが診療現場の会話
音声から診療録を下書き出来る12 時代である。記録を作
るために医療従事者の手を煩わせる必要はもはや無いは
ずだ。筆者らは映像やベッドサイドで使われたデバイス
から実施された医療行為を推測する試みを続けている13 。
無論、外部から計測できない医療者の認識や考えは記録
できなくなり、EDCで予め定義したときのように毎回
同じデータを確実に計測・記録することは出来なくなる
が、少なくとも客観的事実の多くは計測できるようにな
る。
　京大病院に退院時サマリ作成生成AI14 を導入したとこ
ろ、医師が生成AIに纏めやすいカルテを書く工夫をはじ
めたように、機械が診療録を自動作成しはじめれば、医
療者は機械に計測しやすいよう業務を工夫しはじめるだ
ろう。便利は正義。良い医療データが大量に集まりはじ
めるに違いない。診療録は医師が「記載」すべきだと
いう建前を日本社会が諦め、医師法 第24条15 の「記載」
を「記録」に変えたとき、診療記録が大量に集まる社会
が出来るのではなかろうか。
　客観的データは生活環境でも計測できる。直接取得で
きる音声16 や間接的に取得できるテレビの視聴記録17 か
ら認知障害の発生も検出可能だとする報告は少なくな
い。機械が見守りの必要な時に医師につないでくれるよ
うになり、社会の構成員にとっての医療サービスのUX
が向上するのならば、生活空間の計測を無下に嫌う文化

も消失していくだろう。
　全国医療情報プラットフォームの図にも、「医療機関・
自治体サービスの効率化・負担軽減」という明確なUX
改善目標が、たった一つだけ描かれている。UXの最大
化のためにしなやかに法制度を変え、医師が病名を登録
するだけで自動的に公費助成や民間保険支払いが行われ
るようになれば、医療者も患者もデジタルデータの流通
を忌み嫌わなくなるだろう。
　ビッグデータ作りを諦めた先に、ビッグデータが集ま
る未来がやってくる。データが集まれば知識（AI）が生
まれ、得られた知識がサービスとして社会に還元され、
サービスが新たなデータを産み出すようになる。データ
が知識を、知識がサービスを、サービスがデータを産む、
データ駆動型社会のエコシステムが姿を現すわけだ。
　データ駆動型社会は、医療者や患者を計測し、得られ
たデータを自らの医学知識と照らして、適切なタイミン
グで適切な介入を行う守護霊エージェント18 を産み出す
だろう。医療者はまるで式神を操る陰陽師のように、守
護霊エージェントのリクエストに応じて、必要なときに
患者の前に現れて「ここだけ・今だけ・あなただけ」の
個別化医療サービスを提供するようになるのではなかろ
うか。
　DXは現在の建前を諦め、現実を直視し、純粋にUXを
追求したときにのみ成し遂げられる。UXの向上のため
のデータ流通は自然に社会に受け入れられ、やがてビッ
グデータを創り出すからだ。DXへの途の入口を拓くに
は、現在の医療のBad UI19 を直視するところからはじ
めるほかない。
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出典：厚生労働省「全国医療情報プラットフォームの全体像（イメージ）」

１　令和2年(2020年)厚生労働省調査. 
　　https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000683765.pdf
２　Suzumoto et al. JMIR Medical Informatics (2024) DOI: 10.2196/56263.
３　厚生労働省. 医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕. 
　　https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001163650.pdf
４　京大病院. 患者案内アプリ「Medical Avenue」 
　　https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/outpatients/app.html
５　European Commission. EHDS. 
　　�https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-

data-space-regulation-ehds_en
６　内閣官房. デジタル行財政改革会議. 
　　https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html
７　内閣府. 医療等情報の利活用の推進に関する検討会 開催状況. 
　　https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/index.html
８　HL7. FHIR. https://www.hl7.org/fhir/
９　国立研究開発法人国立健康危機管理研究機構. JASPEHR. https://jaspehr.jp/
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